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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う１台又は複数台の第１の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置とは別の１台又は複数台の第２の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管
と、
　前記１台又は複数台の第１の冷熱源装置の冷水出口側における冷水の温度である出口側
水温が、第１の出口側水温の設定値よりも低い第１の所定温度以下となるように、前記第
１の冷熱源装置から前記負荷へ供給する往き冷水の一部を前記第１の冷熱源装置へ還る還
り冷水と混合し、当該往き冷水と還り冷水を混合させる量を制御する、または前記第１の
冷熱源装置の冷水循環量を制御する制御装置と、
を備える
冷熱源システム。
【請求項２】
　前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往き水温を検出する往き水
温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置へ
還る冷水の温度である還り水温を検出する還り水温検出部と、を備え、
　前記往き水温または還り水温が第２の所定温度を超えた場合に、前記第２の冷熱源装置
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が運転を開始し、
　前記往き水温または還り水温が前記第２の所定温度よりも低い第３の所定温度よりも降
下した場合に、前記第２の冷熱源装置が運転を停止する請求項１に記載の冷熱源システム
。
【請求項３】
　前記第２の冷熱源装置が、電力によって運転を行うことを特徴とする請求項１又は２に
記載の冷熱源システム。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記１台又は複数台第１の冷熱源装置における処理負荷の値に基いて
前記第２の冷熱源装置の運転を制御し、
　前記第１の冷熱源装置のうち、少なくとも１台における処理負荷の値が、前記第１の冷
熱源装置毎に定めた廃熱単独運転可能な負荷上限値よりも低い第１の所定値に達した場合
に、前記第２の冷熱源装置が運転を開始し、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記第１の冷熱源装置における処理負
荷の値が下降して、前記第１の所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記
第２の冷熱源装置が運転を停止する、
　請求項１に記載の冷熱源システム。
【請求項５】
　前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往き水温を検出する往き水
温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置へ
還る冷水の温度である還り水温を検出する還り水温検出部と、を備え、
　前記制御装置が、
　前記第１の冷熱源装置の冷水入口側における水温である入口側水温、冷水出口側におけ
る冷水の温度である出口側水温、及び前記冷水の流量に基づいて前記第１の冷熱源装置に
おける処理負荷の値を求め、
　前記処理負荷の値が、前記第１の冷熱源装置の廃熱単独運転可能な負荷上限値よりも低
い第１の所定値に達した場合に前記第２の冷熱源装置の運転を開始し、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記第１の冷熱源装置における処理負
荷の値が下降して、前記第１の所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記
第２の冷熱源装置の運転を停止する
請求項４に記載の冷熱源システム。
【請求項６】
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う第１の冷熱源装置及び第２の冷熱源装置と、
　電力によって運転を行う第３の冷熱源装置及び第４の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前記第３の冷熱源装置及び前記第４の
冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管と、
　前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往き水温を検出する往き水
温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前
記第３の冷熱源装置及び前記第４の冷熱源装置へ還る冷水の温度である還り水温を検出す
る還り水温検出部と、
　前記第１の冷熱源装置の冷水出口側における冷水の温度である出口側水温が、第１の出
口側水温の設定値よりも低い第１の所定温度以下となるように、前記第１の冷熱源装置か
ら前記負荷へ供給する往き冷水の一部を前記第１の冷熱源装置へ還る還り冷水と混合し、
当該往き冷水と還り冷水を混合させる量を制御する、または前記第１の冷熱源装置の冷水
循環量を制御する制御装置と、
を備え、
　前記往き水温が第２の所定温度を超えた場合に、前記第２の冷熱源装置が運転を開始し



(3) JP 6490924 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

、
　前記往き水温が前記第２の所定温度よりも低い第３の所定温度よりも降下した場合に、
前記第２の冷熱源装置が運転を停止し、
　前記還り水温が第４の所定温度を超えた場合に、前記第３の冷熱源装置が運転を開始し
、
　前記還り水温が前記第４の所定温度よりも高い第５の所定温度に達した場合に、前記第
４の冷熱源装置が運転を開始する、
冷熱源システム。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記第１の冷熱源装置における処理負荷の値に基いて前記第２の冷熱
源装置の運転を制御し、
　前記制御装置が、
　前記往き水温、前記還り水温及び前記冷水の流量に基づいて前記第１の冷熱源装置にお
ける処理負荷の値を求め、前記負荷の値が、前記第１の冷熱源装置の廃熱単独運転可能な
負荷上限値よりも低い第１の所定値に達した場合に前記第２の冷熱源装置の運転を開始し
、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記負荷の値が下降して、前記第１の
所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記第２の冷熱源装置の運転を停止
する、
　請求項６に記載の冷熱源システム。
【請求項８】
　前記制御装置が、前記往き水温、前記還り水温及び前記冷水の流量に基づいて前記第２
の冷熱源装置における処理負荷の値を求め、前記負荷の値が、前記第２の冷熱源装置の廃
熱単独運転可能な負荷上限値よりも低い第３の所定値に達した場合に前記第３の冷熱源装
置の運転を開始し、
　前記第３の冷熱源装置が運転されている状態から前記負荷の値が下降して、前記第３の
所定値よりも低い第４の所定値まで下降した場合に、前記第３の冷熱源装置の運転を停止
する請求項６又は７に記載の冷熱源システム。
【請求項９】
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う１台又は複数台の第１の冷熱源装置と、前記第１の冷熱源装置とは別の１台又は複数台
の第２の冷熱源装置と、前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置からの冷水を負
荷へ供給する冷水配管と共に、冷熱源システムに備えられた制御装置が、
　前記１台又は複数台の第１の冷熱源装置の冷水出口側における冷水の温度である出口側
水温が、第１の出口側水温の設定値よりも低い第１の所定温度以下となるように、前記第
１の冷熱源装置から前記負荷へ供給する往き冷水の一部を前記第１の冷熱源装置へ還る還
り冷水と混合し、
　当該往き冷水と還り冷水を混合させる量を制御する、または
　前記第１の冷熱源装置の冷水循環量を制御する
冷熱源システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃熱を利用する冷熱源システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　廃熱を利用して冷熱を供給する機器として、廃熱投入型吸収式冷凍機が用いられる。廃
熱投入型吸収式冷凍機は、蒸発・吸収・再生・凝縮の工程を行う冷凍プロセスにおいて、
再生工程に廃熱を利用することで、省エネルギー化や環境負荷の低減を図ることができる
。このため、廃熱投入型吸収式冷凍機は、例えば、廃熱を優先的に使用して冷熱を供給し
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、廃熱が不足する場合はガス・油などの燃料を併用して出力をカバーする。
【０００３】
　一方、エネルギー源の多様化のため、ターボ冷凍機・空冷チラー等の電動冷凍機と廃熱
投入型吸収式冷凍機を混合設置する場合がある。特許文献１には、発電機の廃熱を回収す
る吸収式冷凍機と電力を利用する圧縮式冷凍機とを備えた冷水製造装置において、消費電
力量が契約電力量に近づいた際に、圧縮式冷凍機の冷凍容量を抑制すると共に、廃熱投入
型吸収式冷凍機で廃熱及び燃料を併用して必要な冷凍容量を賄い、消費電力量が契約電力
量に近づいていない場合には、廃熱投入型吸収式冷凍機で廃熱を優先的に利用するように
制御することが示されている。
【０００４】
　特許文献２には、対象施設に設けられた機器の定格効率値やメンテナンスコスト、当該
機器を稼動させるための料金メニュー等のデータを記憶し、これらのデータに基づいて機
器を運用する際の諸条件を精度良くモデル化し、環境性を担保しつつ、コスト競争力の高
い最適なエネルギーシステムの設備設計及び運用計画を算出することが示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４６９３１１０号公報
【特許文献２】特許第５１７９４２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２を２台備え、電動冷凍機として定速ターボ冷凍機Ｒ
３，Ｒ４を２台備え、各冷凍機Ｒ１～Ｒ４を並列に接続して負荷側に冷水を供給する冷熱
源システムについて、図１～図３を用いて説明する。図１は、各冷凍機の設定情報を示す
図、図２は、図１に示す各冷凍機の運転を行った場合に投入されるエネルギーの種別を示
す図、図３は、図１の設定に基づいて冷熱源システムを運転する際のフローチャートであ
る。
【０００７】
　図１に示すように、各冷凍機の冷却能力が５００ＲＴ、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１の
運転を開始させる場合の負荷側へ供給する冷水（以下、往き冷水とも称する）の温度が８
．０℃、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１の運転を停止させる場合の往き冷水の温度が７．０
℃と設定されている。また、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転を開始させる場合の往き
冷水の温度が９．０℃、排熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転を停止させる場合の往き冷水
の温度が８．０℃と設定されている。更に、定速ターボ冷凍機Ｒ３の運転を開始させる場
合の負荷側から戻った冷水（以下、還り冷水とも称する）の温度が１１．０℃、定速ター
ボ冷凍機Ｒ３の運転を停止させる場合の還り冷水の温度が１０．０℃、定速ターボ冷凍機
Ｒ４の運転を開始させる場合の還り冷水の温度が１２．０℃、定速ターボ冷凍機Ｒ４の運
転を停止させる場合の還り冷水の温度が１１．０℃と設定されている。
【０００８】
　この冷熱源システムは、図３の処理を開始すると、先ず、往き冷水の温度が８℃を超え
ているか否かを判定し(ステップＳ１１０)、往き冷水の温度が８℃を超えている場合には
(ステップＳ１１０、Ｙｅｓ)、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１の運転を開始する(ステップ
Ｓ１２０)。
【０００９】
　次に、冷熱源システムは、往き冷水の温度が７℃を超えているか否かを判定し(ステッ
プＳ１３０)、超えていなければ(ステップＳ１３０、Ｎｏ)、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ
１の運転を停止し(ステップＳ１４０)、超えていれば(ステップＳ１３０、Ｙｅｓ)、往き
冷水の温度が９℃を超えているか否かを判定する(ステップＳ１５０)。ここで往き冷水の
温度が９℃を超えていなければ(ステップＳ１５０、Ｎｏ)、ステップＳ１３０に戻り、超
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えていれば(ステップＳ１５０、Ｙｅｓ)、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転を開始し、
廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転する(ステップＳ１６０)。
【００１０】
　そして、冷熱源システムは、往き冷水の温度が８℃を超えているか否かを判定し(ステ
ップＳ１７０)、超えていなければ廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転を停止し、廃熱投
入型吸収式冷凍機Ｒ１の１台で運転する(ステップＳ１８０)。また、往き冷水の温度が８
℃を超えていれば(ステップＳ１７０、Ｙｅｓ)、還り冷水の温度が１１℃を超えているか
否かを判定し(ステップＳ１９０)、還り冷水の温度が１１℃を超えていなければ(ステッ
プＳ１９０、Ｎｏ)、ステップＳ１７０へ戻る。
【００１１】
　一方、還り冷水の温度が１１℃を超えていると判定した場合 (ステップＳ１９０、Ｙｅ
ｓ)、定速ターボ冷凍機Ｒ３の運転を開始し、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び定
速ターボ冷凍機Ｒ３の３台で運転する(ステップＳ２００)。
【００１２】
　次に、冷熱源システムは、還り冷水の温度が１０℃を超えているか否かを判定し(ステ
ップＳ２１０)、超えていなければ(ステップＳ２１０、Ｎｏ)、定速ターボ冷凍機Ｒ３の
運転を停止して、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転する(ステップＳ２２
０)。また、冷熱源システムは、還り冷水の温度が１２℃を超えているか否かを判定し(ス
テップＳ２３０)、超えていなければ(ステップＳ２３０、Ｎｏ)、ステップＳ２１０へ戻
り、超えていれば(ステップＳ２３０、Ｙｅｓ)、定速ターボ冷凍機Ｒ４の運転を開始し、
廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び定速ターボ冷凍機Ｒ３，Ｒ４の４台で運転する(
ステップＳ２４０)。
【００１３】
　そして、冷熱源システムは、還り冷水の温度が１１℃を超えているか否かを判定し(ス
テップＳ２５０)、超えていれば(ステップＳ２５０、Ｙｅｓ)、判定を繰り返して還り冷
水の温度が１１℃以下となるまで待機し、還り冷水の温度が１１℃を超えていないと判定
した場合(ステップＳ２５０、Ｎｏ)、定速ターボ冷凍機Ｒ４の運転を停止して廃熱投入型
吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び定速ターボ冷凍機Ｒ３の３台での運転とし(ステップＳ２６
０)、ステップＳ２００へ移行する。
【００１４】
　このように定速ターボ冷凍機Ｒ３，Ｒ４よりも先に廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２
の運転を開始するように温度設定を行うことで、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２を優
先的に運転し、廃熱を有効に利用できるようにしている。図２は、図３に示す制御を行っ
た際、冷房負荷を賄うために投入されたエネルギーの種別を示す図である。
【００１５】
　ステップＳ１２０で廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１の運転を開始した場合、図２に示すよ
うに廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１において、廃熱が優先的に利用される。次にステップＳ
１６０で廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転が開始された場合も同様に、廃熱投入型吸収
式冷凍機Ｒ１において、同様に廃熱が優先的に利用される。図２の例では、冷房負荷が２
００ＲＴとなった際に廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ２の運転が開始され、冷房負荷が４００
ＲＴを超えると廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２において廃熱で冷房負荷が賄えなくな
り、廃熱及び燃料が併用されている。
【００１６】
　そして、冷房負荷が１０００ＲＴを超えると、定速ターボ冷凍機Ｒ３の運転が開始され
(ステップＳ２００)、冷房負荷が１５００ＲＴを超えると、定速ターボ冷凍機Ｒ４の運転
が開始されている(ステップＳ２４０)。
【００１７】
　図３に示すように、廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２が優先的に運転され、定速ター
ボ冷凍機Ｒ３、Ｒ４よりも廃熱投入型吸収式冷凍機Ｒ１，Ｒ２が広い領域で運転されるこ
とで、廃熱が有効に利用される。
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【００１８】
　なお、廃熱投入型吸収式冷凍機は、負荷が閾値（例えば定格能力の４０％）までは廃熱
単独運転を行い、負荷が閾値を超えた場合には、廃熱と燃料を併用して運転を行う。この
ため、電動冷凍機よりも廃熱投入型吸収式冷凍機を優先することは、電力よりも廃熱の利
用を優先することであると共に、電力よりも燃料の利用を優先することでもある。
【００１９】
　これに対して、エネルギー源の使用優先順位を廃熱→電力→燃料の順にして、運転費を
最小化したいというニーズがある。
【００２０】
　即ち、廃熱を優先使用するために電動冷凍機よりも廃熱投入型吸収式冷凍機の運転を優
先的に開始するが、負荷が増えた場合でも廃熱と燃料の併用運転には移行せず、電動冷凍
機の運転を開始し、電動冷凍機で負荷が賄えなくなってから廃熱投入型吸収式冷凍機の廃
熱と燃料の併用運転を始めるように制御を行いたい。
【００２１】
　しかしながら、廃熱投入型吸収式冷凍機の廃熱単独運転と、廃熱及び燃料の併用運転と
の切り換えは廃熱投入型吸収式冷凍機の制御部が行い、電動冷凍機の運転開始及び停止の
切り換えは電動冷凍機の制御部がそれぞれ独立して行うので、電動冷凍機で負荷が賄えな
くなるまで待ってから廃熱投入型吸収式冷凍機の廃熱と燃料の併用運転を始めるような協
調制御を行うことはできないという問題点があった。
【００２２】
　このため、例えば、廃熱投入型吸収式冷凍機が廃熱単独運転を行っているときに燃料供
給を停止し、負荷が増加しても燃料を供給せず、廃熱と燃料の併用運転を行わないように
して、電動冷凍機の運転を開始し、電動冷凍機で負荷が賄えなくなってから廃熱投入型吸
収式冷凍機に燃料を供給して廃熱と燃料の併用運転を始めることが考えられる。
【００２３】
　しかし、廃熱投入型吸収式冷凍機が廃熱及び燃料の併用運転を行っている状態から負荷
が減少して、廃熱単独運転に切り替わる際に、燃料供給を停止するタイミングがズレて廃
熱単独運転とならないうちに燃料供給を停止すると、廃熱投入型吸収式冷凍機の保護制御
が働いて停止してしまう。このため燃料供給の停止は、廃熱投入型吸収式冷凍機が廃熱単
独運転となったことを確認してから行う必要がある。しかし燃料消費量がゼロであること
をガスや油等の燃料の流量から判断するのは、流量値が微量であることから確実性に乏し
い。また、このタイミングを確実に合わせる為に廃熱投入型吸収式冷凍機が廃熱単独運転
かどうかの信号を出力させる構成とすることも考えられるが、このような構成とするため
には、インターフェイスの追加や制御部の設定変更等が必要になり、部品点数の増加や設
定作業の増加を招き、廃熱投入型吸収式冷凍機を調達する際の障害になるという問題点が
あった。
【００２４】
　そこで本発明は、廃熱単独運転又は廃熱・燃料併用運転を行う第１の冷熱源装置を含む
冷熱源システムにおいて、第１の冷熱源装置による廃熱・燃料併用運転よりも他の冷熱源
装置の運転を優先して適切なエネルギーミックスを実現する技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記課題を解決するため、本発明の冷熱源システムは、
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う１台又は複数台の第１の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置とは別の１台又は複数台の第２の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置を並列に接続し、前記第１の冷熱源装
置及び前記第２の冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管と、
　前記１台又は複数台の第１の冷熱源装置の冷水出口側における冷水の温度である出口側
水温が、前記第１の出口側水温の設定値よりも低い第１の所定温度以下となるように、前
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記第１の冷熱源装置から前記負荷へ供給する往き冷水の一部を前記第１の冷熱源装置へ還
る還り冷水と混合し、当該往き冷水と還り冷水を混合させる量を制御する、または前記第
１の冷熱源装置の冷水循環量を制御する制御装置と、を備える。
【００２６】
　これにより本発明の冷熱源システムは、往き水温に基づいて第１の冷熱源装置が廃熱・
燃料併用運転へ移行するのを抑え、第２の冷熱源装置の運転を優先している。
【００２７】
　前記冷熱源システムは、前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往
き水温を検出する往き水温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置へ
還る冷水の温度である還り水温を検出する還り水温検出部と、を備え、
　前記往き水温または還り水温が前記第２の所定温度を超えた場合に、前記第２の冷熱源
装置が運転を開始し、
　前記往き水温または還り水温が前記第２の所定温度よりも低い第３の所定温度よりも降
下した場合に、前記第２の冷熱源装置が運転を停止しても良い。
　これにより本発明の冷熱源システムは、往き水温または還り水温に基づいて第１の冷熱
源装置が廃熱・燃料併用運転へ移行する前に第２の冷熱源装置の運転を開始させ、第１の
冷熱源装置による燃料を用いた運転を抑えている。
【００２８】
　前記冷熱源システムは、前記第２の冷熱源装置が、電力によって運転を行う装置であっ
ても良い。
　これにより、本発明の冷熱源システムは、前記第１の冷熱源装置の燃料による運転より
も前記第２の冷熱源装置の電力による運転を優先している。
【００２９】
　上記課題を解決するため、本発明の冷熱源システムは、
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う１台又は複数台の第１の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置とは別の１台又は複数台の第２の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置を並列に接続し、前記第１の冷熱源装
置及び前記第２の冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管と、
　前記１台又は複数台の第１の冷熱源装置における処理負荷の値に基いて前記第２の冷熱
源装置の運転を制御する制御装置と、を備え、
　前記第１の冷熱源装置のうち、少なくとも１台における処理負荷の値が、前記第１の冷
熱源装置毎に定めた廃熱単独運転可能な負荷上限値よりも低い第１の所定値に達した場合
に、前記第２の冷熱源装置が運転を開始し、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記第１の冷熱源装置における処理負
荷の値が下降して、前記第１の所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記
第２の冷熱源装置が運転を停止する。
【００３０】
　これにより本発明の冷熱源システムは、負荷に基づいて第１の冷熱源装置が廃熱・燃料
併用運転へ移行する前に第２の冷熱源装置の運転を開始させ、第１の冷熱源装置による燃
料を用いた運転を抑えている。
【００３１】
　前記冷熱源システムは、前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往
き水温を検出する往き水温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置及び前記第２の冷熱源装置へ
還る冷水の温度である還り水温を検出する還り水温検出部と、を備え、
　前記制御装置が、
　前記第１の冷熱源装置の冷水入口側における水温である入口側水温、冷水出口側におけ
る冷水の温度である出口側水温、及び前記冷水の流量に基づいて前記第１の冷熱源装置に
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おける処理負荷の値を求め、
　前記処理負荷の値が、前記第１の冷熱源装置の廃熱単独運転可能な負荷上限値よりも低
い第１の所定値に達した場合に前記第２の冷熱源装置の運転を開始し、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記第１の冷熱源装置における処理負
荷の値が下降して、前記第１の所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記
第２の冷熱源装置の運転を停止しても良い。
【００３２】
　これにより本発明の冷熱源システムは、第１の冷熱源装置における処理負荷の値を求め
、この負荷に基づいて第２の冷熱源装置の運転の制御を可能にしている。
【００３３】
　上記課題を解決するため、本発明の冷熱源システムは、
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う第１の冷熱源装置及び第２の冷熱源装置と、
　電力によって運転を行う第３の冷熱源装置及び第４の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前記第３の冷熱源装置及び前記第４の
冷熱源装置を並列に接続し、各冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管と、
　前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往き水温を検出する往き水
温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前
記第３の冷熱源装置及び前記第４の冷熱源装置へ還る冷水の温度である還り水温を検出す
る還り水温検出部と、
　前記第１の冷熱源装置の冷水出口側における冷水の温度である出口側水温が、前記第１
の出口側水温の設定値よりも低い第１の所定温度以下となるように、前記第１の冷熱源装
置から前記負荷へ供給する往き冷水の一部を前記第１の冷熱源装置へ還る還り冷水と混合
し、当該往き冷水と還り冷水を混合させる量を制御する、または前記第１の冷熱源装置の
冷水循環量を制御する制御装置と、
を備え、
　前記往き水温が第２の所定温度を超えた場合に、前記第２の冷熱源装置が運転を開始し
、
　前記往き水温が前記第２の所定温度よりも低い第３の所定温度よりも降下した場合に、
前記第２の冷熱源装置が運転を停止し、
　前記還り水温が第４の所定温度を超えた場合に、前記第３の冷熱源装置が運転を開始し
、
　前記還り水温が前記第４の所定温度よりも高い第５の所定温度に達した場合に、前記第
４の冷熱源装置が運転を開始する。
【００３４】
　これにより本発明の冷熱源システムは、往き水温又は還り水温に基づき、第１の冷熱源
装置による燃料を用いた運転よりも第３，第４の冷熱源装置による電力を用いた運転を優
先している。
【００３５】
　前記冷熱源システムは、
　廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行
う第１の冷熱源装置及び第２の冷熱源装置と、
　電力によって運転を行う第３の冷熱源装置及び第４の冷熱源装置と、
　前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前記第３の冷熱源装置及び前記第４の
冷熱源装置を並列に接続し、各冷熱源装置からの冷水を負荷へ供給する冷水配管と、
　前記冷水配管を介して前記負荷へ供給する冷水の温度である往き水温を検出する往き水
温検出部と、
　前記冷水配管を介して前記負荷から前記第１の冷熱源装置、前記第２の冷熱源装置、前
記第３の冷熱源装置及び前記第４の冷熱源装置へ還る冷水の温度である還り水温を検出す
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る還り水温検出部と、
　前記第１の冷熱源装置における処理負荷の値に基いて前記第２の冷熱源装置の運転を制
御する制御装置と、を備え、
　前記制御装置が、
　前記往き水温、前記還り水温及び前記冷水の流量に基づいて前記第１の冷熱源装置にお
ける処理負荷の値を求め、前記負荷の値が、前記第１の冷熱源装置の廃熱単独運転可能な
負荷上限値よりも低い第１の所定値に達した場合に前記第２の冷熱源装置の運転を開始し
、
　前記第２の冷熱源装置が運転されている状態から前記負荷の値が下降して、前記第１の
所定値よりも低い第２の所定値まで下降した場合に、前記第２の冷熱源装置の運転を停止
する。
【００３６】
　これにより本発明の冷熱源システムは、負荷に基づき、第１の冷熱源装置による燃料を
用いた運転よりも第２の冷熱源装置の運転を優先している。
【００３７】
　前記冷熱源システムは、
　前記制御装置が、前記往き水温、前記還り水温及び前記冷水の流量に基づいて前記第２
の冷熱源装置における処理負荷の値を求め、前記負荷の値が、前記第２の冷熱源装置の廃
熱単独運転可能な負荷上限値よりも低い第３の所定値に達した場合に前記第３の冷熱源装
置の運転を開始し、
　前記第３の冷熱源装置が運転されている状態から前記負荷の値が下降して、前記第３の
所定値よりも低い第４の所定値まで下降した場合に、前記第３の冷熱源装置の運転を停止
しても良い。
【００３８】
　これにより本発明の冷熱源システムは、負荷に基づき、第２の冷熱源装置による燃料を
用いた運転よりも第３の冷熱源装置の電力による運転を優先している。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、廃熱単独運転又は廃熱・燃料併用運転を行う第１の冷熱源装置を含む
冷熱源システムにおいて、第１の冷熱源装置による廃熱・燃料併用運転よりも他の冷熱源
装置の運転を優先して適切なエネルギーミックスを実現する技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、各冷凍機の設定情報を示す図である。
【図２】図２は、図１に示す各冷凍機の運転を行った場合に投入されるエネルギーの種別
を示す図である。
【図３】図３は、図１の設定に基づいて冷熱源システムを運転する際のフローチャートで
ある。
【図４】図４は、実施形態１に係る冷熱源システムの概略構成図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施形態１に係る冷熱源システムを運転する際のフローチャートで
ある。
【図５Ｂ】図５Ｂは、負荷に基づいて第１，第２の冷熱源装置の発停を行う例を示すフロ
ーチャートである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、負荷に基づいて第１の冷熱源装置の発停を行う例を示すフローチャ
ートである。
【図６】図６は、図５Ａに示す制御を行った際、冷房負荷を賄うために投入されたエネル
ギーの種別を示す図である。
【図７】図７は、変形例１に係る冷熱源システムの概略構成図である。
【図８】図８は、第１の冷凍機における負荷率と熱の使用率との関係を示すグラフである
。
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【図９】図９は、変形例２に係る冷熱源システムの概略構成図である。
【図１０】図１０は、変形例３に係る冷熱源システムの概略構成図である。
【図１１】図１１は、本実施形態２に係る冷熱源システムの構成図である。
【図１２】図１２は、本実施形態２における各冷凍機の設定情報を示す図である。
【図１３】図１３は、本実施形態２に係る冷熱源システムを運転する際のフローチャート
である。
【図１４】図１４は、図１３に示す制御を行った際、冷房負荷を賄うために投入されたエ
ネルギーの種別を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　〈実施形態１〉
　《装置構成》
　図４は、本実施形態１に係る冷熱源システム１０の概略構成図である。図４に示すよう
に、冷熱源システム１０は、第１の冷凍機Ｒ１や、第２の冷凍機Ｒ２、第３の冷凍機Ｒ３
、第４の冷凍機Ｒ４、冷水配管系統７０、往き水温検出部８１１、還り水温検出部８４１
、制御装置１３１を備えている。なお、本実施形態１において各冷凍機は、冷熱源装置の
一形態である。
【００４２】
　第１の冷凍機Ｒ１及び第２の冷凍機Ｒ２は、廃熱を利用する廃熱単独運転、又は、廃熱
及び燃料を利用する廃熱・燃料併用運転を行う廃熱投入型吸収式冷凍機であり、蒸発器１
３０，２３０、吸収器１５０，２５０、凝縮器１２０，２２０、再生器１１０，２１０、
燃料制御弁１１４，２１４、温水制御弁１１５，２１５、冷水出口温度検出部１３２，２
３２を配管、流路により接続した冷凍サイクルと、制御部１１３，２１３とを備えている
。なお、図４では、蒸発器１３０，２３０、吸収器１５０，２５０、凝縮器１２０，２２
０、再生器１１０，２１０に接続されている冷媒の流路は、省略して示した。
【００４３】
　再生器１１０，２１０は、ガスタービン発電設備５０からの排熱を回収する排熱用再生
器（第１再生器）１１２，２１２と、バーナなどの燃焼装置の燃焼により入熱する燃焼装
置用再生器（第２再生器）１１１，２１１とを有している。燃焼装置用再生器１１１，２
１１には燃料配管１１６，２１６を介して燃料が供給される。燃料配管１１６，２１６に
は燃料制御弁１１４，２１４が設けられ、燃料制御弁１１４，２１４は制御部１１３，２
１３により駆動が制御される。なお、第２再生器としては、燃料を供給して燃焼装置の燃
焼により加熱する燃焼装置用再生器に限らず、系外において燃料を用いて発生させた蒸気
を供給して加熱する再生器であってもよい。
【００４４】
　凝縮器１２０，２２０は、再生器１１０，２１０で吸収液から分離された冷媒の蒸気を
冷却して凝縮させるため、配管１４９、２４９を介して冷却塔１４０、２４０と接続され
ている。配管１４９、２４９の途中には、ポンプ１４２，２４２が設けられ、当該ポンプ
１４２，２４２の駆動により冷却塔１４０，２４０で冷却された冷却水が凝縮器１２０，
２２０へ供給される。また、凝縮器１２０，２２０から冷却塔１４０，２４０へ向かう配
管１４９，２４９の途中部と、冷却塔１４０，２４０から凝縮器１２０，２２０へ向かう
配管１４９，２４９の途中部とにバイパス弁１４１，２４１を備えている。
【００４５】
　蒸発器１３０，２３０は、冷水配管系統７０の冷水配管７１，７２と接続され、凝縮器
１２０，２２０から供給される冷媒を蒸発させることで、冷水配管７１，７２を介して循
環する冷水を冷却する。
【００４６】
　吸収器１５０，２５０は、冷媒を吸収液に吸収させ、蒸発器１３０，２３０内を低圧と
して冷媒を蒸発させる。
【００４７】
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　制御部１１３，２１３は、冷水出口温度検出部１３２，２３２、往き水温検出部８１１
、還り水温検出部８４１による計測結果や、運転指令信号などに基づいて、燃料制御弁１
１４，２１４、温水制御弁１１５，２１５の制御を含む各々の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御を
行うように構成されている。
【００４８】
　第３の冷凍機Ｒ３及び第４の冷凍機Ｒ４は、電力によって運転を行うターボ冷凍機・空
冷チラー等の冷凍機であり、蒸発器３３０，４３０、減圧機構３１２，４１２、凝縮器３
２０，２２０、圧縮機３１１，４１１を配管、流路により接続した冷凍サイクルと、制御
部３１３，４１３とを備えている。
【００４９】
　圧縮機３１１，４１１は、蒸発器３３０，４３０で冷水と熱交換した後の冷媒の蒸気を
圧縮する。圧縮機３１１，４１１には電力線３１６，４１６を介して電力が供給される。
また、圧縮機３１１，４１１は、制御部３１３，４１３により駆動が制御される。
【００５０】
　凝縮器３２０，４２０は、圧縮機３１１，４１１で圧縮された冷媒の蒸気を冷却して凝
縮させるため、配管３４９、４４９を介して冷却塔３４０、４４０と接続されている。配
管３４９、４４９の途中には、ポンプ３４２，４４２が設けられ、当該ポンプ３４２，４
４２の駆動により冷却塔３４０，４４０で冷却された冷却水が凝縮器３２０，４２０へ供
給される。また、凝縮器３２０，４２０から冷却塔３４０，４４０へ向かう配管３４９，
４４９の途中部と、冷却塔３４０，４４０から凝縮器３２０，４２０へ向かう配管３４９
，４４９の途中部とにバイパス弁１４１，２４１を備えている。
【００５１】
　減圧機構３１２，４１２は、膨張弁等、冷媒の流路の凝縮器３２０，４２０側を高圧、
蒸発器３３０，４３０側を低圧とする膨張弁等の機構である。
【００５２】
　蒸発器３３０，４３０は、冷水配管系統７０の冷水配管７３，７４と接続され、凝縮器
３２０，４２０から供給される冷媒を蒸発させた際の気化熱で、冷水配管７３，７４を介
して循環する冷水を冷却する。
【００５３】
　制御装置１３１は、冷水配管７１において第１の冷凍機Ｒ１に供給される冷水の流量を
制御する流量制御弁１３４と、冷水配管７１において第１の冷凍機Ｒ１の上流側と下流側
とをバイパスするバイパス弁１３５、第１の冷凍機Ｒ１の出口側の冷水の温度（出口側水
温）Ｔ4を検出する出口側検出部１３３と電気的に接続されている。
【００５４】
　冷水配管系統７０は、冷水を各負荷へ供給する往き配管８２が接続された往き側ヘッダ
８１や、各負荷から冷水を還流させる還り配管８３が接続された還り側ヘッダ８４を有し
、往き側ヘッダ８１と還り側ヘッダ８４との間に各冷凍機Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４を並列
に接続する冷水配管７１，７２，７３，７４を備えている。
【００５５】
　往き側ヘッダ８１には、負荷へ供給する冷水の温度（往き水温）を検出する往き水温検
出部８１１を備え、還り側ヘッダ８４には、負荷から還った冷水の温度（往き水温）を検
出する還り水温検出部８４１が備えられている。
【００５６】
　ガスタービン発電設備５０は、ガスタービン５１、発電機５２、排気経路５５を備え、
ガスタービン５１が、燃料供給路５４を介して供給されるガス・油等の燃料によって駆動
し、このガスタービン５１を駆動源として発電機５２で発電を行い、電力線５３を介して
電力を供給する。また、ガスタービン発電設備５０は、ガスタービン５１を駆動させた際
の排ガスを排気経路５５を介して排気すると共に、廃熱により加熱した温水を配管５０１
を介しポンプ５１０の駆動により第一の冷凍機Ｒ１及び第２の冷凍機Ｒ２に供給する。
【００５７】
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　《制御方法》
　図５Ａは、本実施形態１に係る冷熱源システム１０を運転する際のフローチャートを示
す。冷熱源システム１０において、各冷凍機Ｒ１～Ｒ４の容量や、運転開始の温度、運転
停止の温度は図１と同じである。
【００５８】
　図５Ａの処理を開始すると、先ず、第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３が往き水温検出部
８１１により往き水温Ｔ2を検出して、この往き水温Ｔ2が８℃を超えているか否かを判定
し(ステップＳ１１０)、往き水温Ｔ2が８℃を超えている場合には(ステップＳ１１０、Ｙ
ｅｓ)、第１の冷凍機（廃熱投入型吸収式冷凍機）Ｒ１の運転を開始する(ステップＳ１２
０)。第１の冷凍機Ｒ１において、制御部１１３は、廃熱・燃料併用運転よりも廃熱単独
運転を優先する。例えば、制御部１１３は、先ず排熱用再生器（第１再生器）１１２によ
り廃熱を用いて廃熱単独運転を開始し、出口側検出部１３２で検出した出口側水温Ｔ１が
出口側水温の設定値（７℃）より高い場合には第１の冷凍機Ｒ１の出力（熱容量）を増加
させ、出口側水温Ｔ１が出口側水温の設定値より低い場合には第１の冷凍機Ｒ１の出力（
熱容量）を低下させるように運転を行う。
【００５９】
　また、第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、往き水温Ｔ2が７℃を超えているか否かを
判定し(ステップＳ１３０)、超えていなければ(ステップＳ１３０、Ｎｏ)、第１の冷凍機
Ｒ１の運転を停止する(ステップＳ１４０)。一方、往き冷水の温度が７℃を超えていれば
(ステップＳ１３０、Ｙｅｓ)、第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、往き水温Ｔ2が９℃
（第２の所定温度）を超えているか否かを判定する(ステップＳ１５０)。ここで往き水温
Ｔ2が９℃を超えていなければ(ステップＳ１５０、Ｎｏ)、ステップＳ１３０に戻り、超
えていれば(ステップＳ１５０、Ｙｅｓ)、第２の冷凍機（廃熱投入型吸収式冷凍機）Ｒ２
の運転を開始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転する(ステップＳ１６０Ａ)
。ここで第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、前述の第１の冷凍機Ｒ１と同様に、廃熱・
燃料併用運転よりも優先して廃熱単独運転を行い、出口側水温Ｔ１が出口側水温の設定値
（７℃）より高い場合には第２の冷凍機Ｒ２の出力（熱容量）を増加させ、出口側水温Ｔ
１が出口側水温の設定値より低い場合には第２の冷凍機Ｒ２の出力（熱容量）を低下させ
るように運転を行う。そして、負荷が増加し、廃熱単独運転で出力を最大にしても出口側
水温Ｔ１が出口側水温の設定値より高くなった場合、廃熱単独運転で負荷が賄えなくなっ
た状態であるので、第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、燃焼装置用再生器２１１を稼動
させて廃熱・燃料併用運転を開始する。第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、出口側水温
Ｔ１に基づく第２の冷凍機Ｒ２の出力制御に伴い、燃料制御弁２１４を調整し、燃料配管
２１６を介して燃焼装置用再生器２１１に供給される燃料の量を制御する。
【００６０】
　一方、制御装置１３１は、出口側検出部１３３で検出する出口側水温Ｔ4が所定温度（
例えば６．５℃）となるように、流量制御弁１３４及びバイパス弁１３５の開度を制御す
る。即ち、第１の冷凍機Ｒ１で冷却された冷水の一部を、第１の冷凍機Ｒ１の上流側に戻
す。このため負荷が増加した場合でも第１の冷凍機Ｒ１に供給される冷水の温度が抑えら
れ、第１の冷凍機Ｒ１の出口側水温Ｔ1が設定値（７℃）を超えないため、第１の冷凍機
Ｒ１の制御部１１３は、廃熱単独運転を維持する。
【００６１】
　そして、第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、往き水温Ｔ2が８℃（第３の所定温度）
を超えているか否かを判定し(ステップＳ１７０)、超えていなければ第２の冷凍機Ｒ２の
運転を停止し、第１の冷凍機Ｒ１の１台で運転する(ステップＳ１８０)。また、往き水温
Ｔ2が８℃を超えていれば(ステップＳ１７０、Ｙｅｓ)、第３の冷凍機Ｒ３の制御部３１
３は、還り水温Ｔ3が１１℃を超えているか否かを判定し(ステップＳ１９０)、還り水温
Ｔ3が１１℃を超えていなければ(ステップＳ１９０、Ｎｏ)、ステップＳ１７０へ戻る。
【００６２】
　一方、第３の冷凍機Ｒ３の制御部３１３は、還り水温Ｔ3が１１℃（第４の所定温度）
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を超えていると判定した場合 (ステップＳ１９０、Ｙｅｓ)、第３の冷凍機（定速ターボ
冷凍機）Ｒ３の運転を開始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３の冷凍機Ｒ３の３
台で運転する(ステップＳ２００Ａ)。このとき制御装置１３１は、ステップＳ１６０Ａと
同様に出口側検出部１３３で検出する出口側水温Ｔ4が所定温度（例えば６．５℃）とな
るように、流量制御弁１３４及びバイパス弁１３５の開度を制御する。このため負荷が増
加した場合でも第１の冷凍機Ｒ１の出口側水温Ｔ1が設定値（７℃）を超えないため、第
１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、廃熱単独運転を維持する。
【００６３】
　そして、第３の冷凍機Ｒ３は、還り水温Ｔ3が１０℃（第６の所定温度）を超えている
か否かを判定し(ステップＳ２１０)、超えていなければ(ステップＳ２１０、Ｎｏ)、第３
の冷凍機Ｒ３の運転を停止し(ステップＳ２２０)、ステップＳ１６０Ａに戻って第１，第
２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転する。従って、第１の冷凍機Ｒ１は前述したように廃
熱単独運転を行う。
【００６４】
　一方、ステップＳ２１０で、還り水温Ｔ3が１０℃を超えていた場合(ステップＳ２１０
，Ｙｅｓ)、第４の冷凍機Ｒ４の制御部４１３は、還り水温Ｔ3が１２℃（第５の所定温度
）を超えているか否かを判定する(ステップＳ２３０)。制御部４１３は、還り水温Ｔ3が
１２℃を超えていなければ(ステップＳ２３０、Ｎｏ)、ステップＳ２１０へ戻り、超えて
いれば(ステップＳ２３０、Ｙｅｓ)、第４の冷凍機（定速ターボ冷凍機）Ｒ４の運転を開
始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４の４台で運転す
る(ステップＳ２４０)。
【００６５】
　そして、第４の冷凍機Ｒ４の制御部４１３は、還り水温Ｔ3が１１℃を超えているか否
かを判定し(ステップＳ２５０)、還り水温Ｔ3が１１℃（第７の所定温度）を超えていな
いと判定した場合(ステップＳ２５０、Ｎｏ)、第４の冷凍機Ｒ４の運転を停止し(ステッ
プＳ２６０)、ステップＳ２００Ａへ戻って第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３の冷
凍機Ｒ３の３台での運転を行う。従って、第１の冷凍機Ｒ１は前述したように廃熱単独運
転を行う。
【００６６】
　一方、ステップＳ２５０で、還り水温Ｔ3が１１℃を超えていた場合(ステップＳ２５０
，Ｙｅｓ)、制御装置１３１は、還り水温Ｔ3が１３℃を超えているか否かを判定する(ス
テップＳ２７０)。制御装置１３１は、還り水温Ｔ3が１３℃を超えていれば(ステップＳ
２７０、Ｙｅｓ)、バイパス弁１３５を閉鎖し、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷の調整を
停止する（ステップＳ２８０）。従って、負荷が増加した場合には、第１の冷凍機Ｒ１が
廃熱・燃料併用運転を行う。
【００６７】
　また、ステップＳ２７０で、還り水温Ｔ3が１３℃を超えていなければ(ステップＳ２７
０、Ｎｏ)、制御装置１３１は、還り水温Ｔ3が１２℃を超えているか否かを判定(ステッ
プＳ２９０)し、還り水温Ｔ3が１２℃を超えていれば(ステップＳ２９０、Ｙｅｓ)、ステ
ップＳ２５０に戻って、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ
４の４台での運転を継続する。このとき、第１の冷凍機Ｒ１は廃熱・燃料併用運転を行う
。
【００６８】
　そして、ステップＳ２９０で、還り水温Ｔ3が１２℃を超えていなければ(ステップＳ２
９０、Ｎｏ)、制御装置１３１は、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷の調整を再開し、ステ
ップＳ１６０Ａと同様に出口側検出部１３３で検出する出口側水温Ｔ4が所定温度（例え
ば６．５℃）となるように、流量制御弁１３４及びバイパス弁１３５の開度を制御する（
ステップＳ２９５）。この負荷の調整により、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱単独運転となり、
ステップＳ２５０に戻って、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３，第４の冷凍機Ｒ３
，Ｒ４の４台での運転を継続する。
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【００６９】
　図６は、図５Ａに示す制御を行った際、冷房負荷を賄うために投入されたエネルギーの
種別を示す図である。
【００７０】
　ステップＳ１２０で第１の冷凍機Ｒ１の運転を開始した場合、先ず、図６に示すように
第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、廃熱単独運転を優先的に行う。例えば制御部１１３
は、ヘッダ８１の往き水温Ｔ２が所定値（例えば８℃）を超えた場合に先ず廃熱単独運転
を開始し、出口側水温Ｔ１第１の冷凍機Ｒ１の熱容量（出力）を制御する。
【００７１】
　このため、第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、負荷が増加し、廃熱単独運転で出力を
最大にしても出口側水温Ｔ１が出口側水温の設定値より高くなった場合には、燃焼装置用
再生器１１１を稼動させて廃熱・燃料併用運転を開始するように制御を行うが、本実施形
態では、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱単独運転開始後、負荷が２００ＲＴ増加した際、往き水
温Ｔ2が所定温度に達して第２の冷凍機Ｒ２の運転が開始される。即ち、第１の冷凍機Ｒ
１が廃熱単独運転から廃熱・燃料併用運転へ切り替わるより前にステップＳ１６０Ａで第
２の冷凍機Ｒ２の運転が開始される。この第２の冷凍機Ｒ２の制御部１１３も同様に、廃
熱単独運転を優先的に行う。
【００７２】
　また、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転を行う場合、制御装置１３１は、流
量制御弁１３４及びバイパス弁１３５の開度を制御して、第１の冷凍機Ｒ１で冷却された
冷水の一部を、第１の冷凍機Ｒ１の上流側へバイパスする。このため冷熱源システム全体
の負荷が増加した場合でも、第１の冷凍機Ｒ１にかかる負荷は廃熱単独運転で賄える範囲
に抑えられるので、第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は廃熱単独運転を維持する。
【００７３】
　図６の例では、冷房負荷が４００ＲＴを超えると第１の冷凍機Ｒ１，Ｒ２において廃熱
で冷房負荷が賄えなくなり、第２の冷凍機Ｒ２において廃熱・燃料併用運転が開始される
が、第１の冷凍機Ｒ１は廃熱単独運転を維持する。
【００７４】
　そして、冷房負荷が７００ＲＴを超えて、還り水温Ｔ3が１１℃を超えると、第３の冷
凍機Ｒ３の運転が開始される(ステップＳ２００Ａ)。なお、この場合も制御装置１３１に
より、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷が廃熱単独運転で賄える範囲に抑えられるので、第
１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は廃熱単独運転を維持する。即ち、第１の冷凍機Ｒ１の廃
熱・燃料併用運転よりも第３の冷凍機Ｒ３の電力による運転が優先される。
【００７５】
　また、冷房負荷が１２００ＲＴを超えて還り水温Ｔ3が１２℃を超えると、第４の冷凍
機Ｒ４の運転が開始される(ステップＳ２４０)。そして、冷房負荷が１７００ＲＴを超え
て、還り水温Ｔ３が１３℃を超えた場合、制御装置１３１は、バイパス弁１３５を閉じて
冷水のバイパスを停止する（ステップＳ２８０）。
　このため第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、負荷が増加した際に廃熱単独運転から廃
熱・燃料併用運転へ移行する。
【００７６】
　このように本実施形態によれば、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で賄え
る範囲に制御し、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱・燃料併用運転へ移行するのを抑えることによ
り、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱・燃料併用運転よりも電力を用いた第３、第４の冷凍機の運
転を優先することで、エネルギー源の使用優先順位を廃熱、電力、燃料の順とすることが
できる。
【００７７】
　〈変形例１〉
　前述の実施形態１では、制御装置１３１が、出口側検出部１３３で検出した出口側水温
Ｔ４に基づき、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で賄える範囲に調整したが
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、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷の検出手法はこれに限定されるものでは無い。例えば、
図７に示すように、第１の冷凍機Ｒ１の入口側に入口側水温検出部１３８や、冷水の流量
を検出する流量検出部１３７を備え、制御装置１３１Ａは、入口側水温検出部１３８で検
出した入口側水温（還り水温）Ｔ５と、出口側検出部１３３で検出した出口側水温（往き
水温）Ｔ４と、流量検出部１３７で検出した冷水の流量とに基づいて処理負荷を演算する
。なお、流量検出部１３７は、冷水の流量を直接測定する流量計であっても良いし、ポン
プ１３６に供給される電力等から流量を求めるものでも良い。また、冷水の流量が一定の
場合には流量の検出を省略しても良い。なお、その他の構成は、前述の実施形態１と同じ
である。
【００７８】
　例えば、次式のように、入口側水温Ｔ５と出口側水温Ｔ４の差に、流量を乗じて処理負
荷を求める。
　入口側水温Ｔ５－出口側水温Ｔ４＝冷水出入口温度差 [K]
　負荷＝冷水出入口温度差[K]×冷水流量[kg/s]×水比熱4.2[kJ/(kgK)]
　また、第２の冷凍機Ｒ２においても第１の冷凍機Ｒ１と同様に、入口側に入口側水温検
出部２３８や、冷水の流量を検出する流量検出部２３７を備え、制御装置２３１Ａが、入
口側水温検出部２３８で検出した入口側水温（還り水温）Ｔ５と、出口側検出部２３３で
検出した出口側水温（往き水温）Ｔ４と、流量検出部２３７で検出した冷水の流量とに基
づいて処理負荷を演算する。
【００７９】
　なお、廃熱単独運転可能な負荷上限値は、第１の冷凍機Ｒ１や第２の冷凍機Ｒ２の諸元
等に基づいて予め冷凍機毎に設定しておく。
【００８０】
　図８は、第１の冷凍機Ｒ１における負荷と熱の使用率との関係を示すグラフである。図
８では、定格運転時の負荷を１００％とした場合の負荷の割合（負荷率）を横軸に示し、
再生によって消費される燃焼装置用再生器１１１の熱の割合（熱消費量比）を縦軸に示し
た。図８において、実線１１は廃熱を用いず燃焼装置用再生器１１１のみで再生を行った
場合の負荷率と熱消費量比との関係を示し、二点鎖線１２は廃熱を用いて再生を行った場
合の負荷率と熱消費量比との関係を示している。
【００８１】
　図８に示されるように、負荷の低い領域ＳＡでは、廃熱単独運転が行われるために、燃
焼装置用再生器１１１による熱消費量比が０％となっている。そして負荷が定格の４０％
を超えて大きくなると、廃熱・燃料併用運転を行うため、負荷の増加に伴って熱消費量比
が増加する。そこで、実施形態では、定格の４０％を単独運転可能な負荷上限値としてい
る。また、第２の冷凍機Ｒ２においても同様に、その諸元等に基づいて単独運転可能な負
荷上限値を予め設定しておく。
【００８２】
　そして、前述の図５Ａにおいて往き水温Ｔ２又は還り水温Ｔ３に基づいて各冷凍機Ｒ１
～Ｒ４の発停を判断したことに代えて、負荷に基づいて各冷凍機Ｒ１～Ｒ４の発停を判断
しても良い。例えば、図５Ｂは、負荷に基づいて、第２の冷凍機Ｒ２及び第３の冷凍機Ｒ
３の発停を行う例を示す図である。図５Ｂに示すように、第１の冷凍機Ｒ１における負荷
の値が、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱単独運転可能な負荷上限値よりも低い第１の所定値に達
したと判定した場合に（ステップＳ１５０Ｂ）、第２の冷凍機Ｒ２の運転を開始する（ス
テップＳ１６０Ａ）。第２の冷凍機Ｒ２が運転されている状態から前記第１の冷凍機Ｒ１
における負荷の値が下降して、前記第１の所定値よりも低い第２の所定値まで下降したと
判定した場合に（ステップＳ１７０Ｂ）、第２の冷凍機Ｒ２が運転を停止する（ステップ
Ｓ１８０）。また、第２の冷凍機Ｒ２における負荷の値が、第３の所定値に達したと判定
した場合に（ステップＳ１９０Ｂ）、第３の冷凍機Ｒ３の運転を開始する（ステップＳ２
００Ａ）。更に、第３の冷凍機Ｒ３が運転されている状態から前記負荷の値が下降して、
前記第２の冷凍機Ｒ２における負荷の値が前記第３の所定値よりも低い第４の所定値まで
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下降したと判定した場合に（ステップＳ２１０Ｂ）、第３の冷凍機Ｒ３が運転を停止する
（ステップＳ２２０）。また、第３の冷凍機Ｒ３が運転されている状態から還り水温Ｔ3

が１２℃を超えると第４の冷凍機Ｒ４の運転を開始し（ステップＳ２４０）、第４の冷凍
機Ｒ４が運転されている状態から負荷が減少して還り水温Ｔ3が１１℃を超えていないと
判定されると（ステップＳ２５０）、第４の冷凍機Ｒ４の運転を停止する（ステップＳ２
６０）。これにより前述の実施形態１と同様に、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単
独運転で賄える範囲に制御し、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱・燃料併用運転へ移行するのを抑
えることにより、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱・燃料併用運転よりも電力を用いた第３、第４
の冷凍機の運転を優先することで、エネルギー源の使用優先順位を廃熱、電力、燃料の順
とすることができる。
【００８３】
　なお、図５Ｂでは第１の冷凍機Ｒ１及び第２の冷凍機Ｒ２に「単独運転可能な負荷上限
値」を設定して、第１、第２何れの冷凍機Ｒ１，Ｒ２も廃熱単独運転を優先する例を示し
たが、これに限らず、図５Ｃに示すように第１の冷凍機Ｒ１のみに「単独運転可能な負荷
上限値」を設定して、第１の冷凍機Ｒ１のみ廃熱単独運転を優先する構成としても良い。
図５Ｃでは、第１の冷凍機Ｒ１の負荷に応じて第２の冷凍機Ｒ２の発停の制御を行うステ
ップＳ１５０Ｂ、Ｓ１７０Ｂは図５Ｂと同様とし、第３の冷凍機Ｒ３の発停の制御を行う
ステップＳ１９０、Ｓ２１０は図５Ａと同様としている。
【００８４】
　〈変形例２〉
　前述の実施形態１では、制御装置１３１が、流量制御弁１３４及びバイパス弁１３５を
制御することで第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で賄える範囲に調整したが
、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷の調整手法はこれに限定されるものでは無い。例えば、
図９に示すように、第１の冷凍機Ｒ１に冷水を循環させるポンプ１３６Ａをインバータ式
とし、制御装置１３１Ｂにより第１の冷凍機Ｒ１に循環させる冷水の流量を制御して第１
の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で賄える範囲に調整する構成としても良い。な
お、その他の構成は、前述の実施形態１と同じである。
【００８５】
　本変形例２の制御装置１３１Ｂは、例えば、第１の冷凍機（廃熱投入型吸収式冷凍機）
Ｒ１の運転を開始し、出口側水温Ｔ４が出口側水温の設定値より高い場合には第１の冷凍
機Ｒ１に供給する冷水の流量を減少させ、出口側水温Ｔ４が出口側水温の設定値より低い
場合には第１の冷凍機Ｒ１に供給する冷水の流量を増加させるように制御する。
【００８６】
　これにより前述の実施形態１と同様に、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転
で賄える範囲に制御し、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱・燃料併用運転へ移行するのを抑えるこ
とにより、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱・燃料併用運転よりも電力を用いた第３、第４の冷凍
機の運転を優先することで、エネルギー源の使用優先順位を廃熱、電力、燃料の順とする
ことができる。
【００８７】
　〈変形例３〉
　前述の実施形態１では、制御装置１３１が、出口側水温Ｔ４に基づき流量制御弁１３４
及びバイパス弁１３５を制御することで第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で
賄える範囲に調整したが、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷の調整手法及び負荷の検出手法
はこれに限定されるものでは無い。
【００８８】
　例えば、図１０に示すように、第１の冷凍機Ｒ１の入口側に入口側水温検出部１３８や
、冷水の流量を検出する流量検出部１３７を備え、制御装置１３１Ｃは、入口側水温検出
部１３８で検出した入口側水温（還り水温）Ｔ５と、出口側検出部１３３で検出した出口
側水温（往き水温）Ｔ４と、流量検出部１３７で検出した冷水の流量とに基づいて処理負
荷を演算する。
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【００８９】
　また、図１０に示すように、第１の冷凍機Ｒ１に冷水を循環させるポンプ１３６Ａをイ
ンバータ式とし、制御装置１３１Ｃにより第１の冷凍機Ｒ１に循環させる冷水の流量を制
御して第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転で賄える範囲に調整する構成として
も良い。なお、その他の構成は、前述の実施形態１と同じである。
【００９０】
　そして、制御装置１３１Ｃは、算出した処理負荷が、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱単独運転
可能な負荷上限値を上回る場合、ポンプ１３６Ａを制御して第１の冷凍機Ｒ１に供給する
冷水の流量を減少させ、算出した処理負荷が、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱単独運転可能な負
荷上限値を下回る場合、ポンプ１３６Ａを制御して第１の冷凍機Ｒ１に供給する冷水の流
量を増加させるように制御する。
【００９１】
　これにより前述の実施形態１と同様に、第１の冷凍機Ｒ１に対する負荷を廃熱単独運転
で賄える範囲に制御し、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱・燃料併用運転へ移行するのを抑えるこ
とにより、第１の冷凍機Ｒ１の廃熱・燃料併用運転よりも電力を用いた第３、第４の冷凍
機の運転を優先することで、エネルギー源の使用優先順位を廃熱、電力、燃料の順とする
ことができる。
【００９２】
　〈実施形態２〉
　前述の実施形態１では、第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４として定速の冷凍機を用いた例
を示したが、これに限らず、本実施形態２では、第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４としてイ
ンバータ式の冷凍機を用いた例を示している。なお。この他の構成は同じであるため、前
述の実施形態１と同一の要素には同符号を付すなどして再度の説明を省略する。
【００９３】
　図１１は、本実施形態２にかかる冷熱源システムの構成図である。図１１に示すように
、第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４がインバータ３１４，４１４を有し、制御部３１３，４
１３が出口側検出部３３２，４３２で検出した出口側水温に基づいて第３，第４の冷凍機
Ｒ３，Ｒ４の容量を制御する。
【００９４】
　本実施形態２では、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に冷水を循環させるポンプ１３６Ａ
、２３６Ａをインバータ式とし、制御装置１３１，２３８により第１，第２の冷凍機Ｒ１
，Ｒ２に循環させる冷水の流量を制御して第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷を
廃熱単独運転で賄える範囲に調整している。
【００９５】
　また、本実施形態２では、ガスエンジン発電設備５０Ａの廃熱を用いる例を示している
。ガスエンジン発電設備５０Ａは、ガスエンジン５１Ａ、発電機５２、排気経路５５を備
え、ガスエンジン５１Ａが、燃料供給路５４を介して供給されるガス・油等の燃料によっ
て駆動し、このガスエンジン５１Ａを駆動源として発電機５２で発電を行い、電力線５３
を介して電力を供給する。
【００９６】
　ガスエンジン発電設備５０Ａは、ガスエンジン５１Ａを駆動させた際の排ガスを排気経
路５５を介して排気すると共に、廃熱により加熱した温水を配管５０１を介して第一の冷
凍機Ｒ１及び第２の冷凍機Ｒ２に供給する。なお、配管５０１の途中には、ポンプ５１０
が設けられ温水が循環される。
【００９７】
　また、ガスエンジン発電設備５０Ａのガスエンジン５１Ａは、冷却用の配管５６１によ
って供給される冷却水との熱交換により冷却される。配管５６１は、冷却塔５６と接続さ
れ、途中部にポンプ５６２が設けられている。当該ポンプ５６２の駆動により冷却塔５６
で冷却された冷却水がガスエンジン発電設備５０Ａへ送られガスエンジン５１Ａが冷却さ
れる。ガスエンジン発電設備５０Ａから冷却塔５６へ向かう配管５６１の途中部と、冷却
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塔５６からガスエンジン発電設備５０Ａへ向かう配管５６１の途中部との間にはバイパス
弁５６３が設けられている。
【００９８】
　本実施形態２の冷熱源システム１０Ａは、図１２に示すように図１と比べて、第３，第
４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４における出口側水温Ｔ１の設定温度を７．０℃としたことや、第３
の冷凍機Ｒ３の運転を開始させる還り水温Ｔ３を１０．０℃、第３の冷凍機Ｒ３の運転を
停止させる場合の還り水温Ｔ３を９．０℃、第４の冷凍機Ｒ４の運転を開始させる還り水
温Ｔ３を１１．０℃、第４の冷凍機Ｒ４の運転を停止させる場合の還り水温Ｔ３を１０．
０℃と設定したことが異なっている。
【００９９】
　図１３は、本実施形態２に係る冷熱源システム１０Ａを運転する際のフローチャートを
示す。図１３の処理を開始した場合、ステップＳ１１０～ステップＳ１５０は前述の実施
形態１と同じであり、第１の冷凍機Ｒ１が廃熱単独運転を行う。
【０１００】
　そして、ステップＳ１５０で往き水温Ｔ2が９℃を超えていれば(ステップＳ１５０、Ｙ
ｅｓ)、第２の冷凍機（廃熱投入型吸収式冷凍機）Ｒ２の運転を開始し、第１，第２の冷
凍機Ｒ１，Ｒ２の２台で運転する(ステップＳ１６０Ｂ)。
【０１０１】
　ここで、制御装置１３１，２３８は、出口側検出部１３３，２３３で検出する出口側水
温Ｔ4が所定温度（例えば６．５℃）となるように、ポンプ１３６Ａ，２３６Ａを制御し
て第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２へ還る冷水の量を調整する。即ち、冷熱源システム全体
の負荷が増加した場合でも第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に供給される冷水の量が抑えら
れ、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の出口側水温Ｔ1が設定値を超えないため、第１，第
２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御部１１３は、廃熱単独運転を維持する。
【０１０２】
　そして、第２の冷凍機Ｒ２の制御部２１３は、往き水温Ｔ2が８℃を超えているか否か
を判定し(ステップＳ１７０)、超えていなければ第２の冷凍機Ｒ２の運転を停止し、第１
の冷凍機Ｒ１の１台で運転する(ステップＳ１８０)。また、往き水温Ｔ2が８℃を超えて
いれば(ステップＳ１７０、Ｙｅｓ)、第３の冷凍機Ｒ３の制御部３１３は、還り水温Ｔ3

が１０℃を超えているか否かを判定し(ステップＳ１９０Ｂ)、還り水温Ｔ3が１０℃を超
えていなければ(ステップＳ１９０Ｂ、Ｎｏ)、ステップＳ１７０へ戻る。
【０１０３】
　一方、第３の冷凍機Ｒ３の制御部３１３は、還り水温Ｔ3が１０℃を超えていると判定
した場合 (ステップＳ１９０Ｂ、Ｙｅｓ)、第３の冷凍機（インバータ制御タイプのター
ボ冷凍機）Ｒ３の運転を開始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３の冷凍機Ｒ３の
３台で運転する(ステップＳ２００Ｂ)。このとき制御装置１３１，２３８は、ステップＳ
１６０Ｂと同様に出口側検出部１３３，２３３で検出する出口側水温Ｔ4が所定温度（例
えば６．５℃）となるように、ポンプ１３６Ａ，２３６Ａを制御する。このため負荷が増
加した場合でも第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の出口側水温Ｔ1が設定値を超えないため
、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御部１１３は、廃熱単独運転を維持する。
【０１０４】
　そして、第３の冷凍機Ｒ３は、還り水温Ｔ3が９．０℃を超えているか否かを判定し(ス
テップＳ２１０Ｂ)、超えていなければ(ステップＳ２１０Ｂ、Ｎｏ)、第３の冷凍機Ｒ３
の運転を停止し(ステップＳ２２０)、ステップＳ１６０Ｂに戻って第１，第２の冷凍機Ｒ
１，Ｒ２の２台で運転する。従って、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２は前述したように廃
熱単独運転を行う。
【０１０５】
　一方、ステップＳ２１０Ｂで、還り水温Ｔ3が９．０℃を超えていた場合(ステップＳ２
１０Ｂ，Ｙｅｓ)、第４の冷凍機Ｒ４の制御部４１３は、還り水温Ｔ3が１１℃を超えてい
るか否かを判定する(ステップＳ２３０Ｂ)。制御部４１３は、還り水温Ｔ3が１１．０℃
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を超えていなければ(ステップＳ２３０Ｂ、Ｎｏ)、ステップＳ２１０Ｂへ戻り、超えてい
れば(ステップＳ２３０Ｂ、Ｙｅｓ)、第４の冷凍機（インバータ制御タイプのターボ冷凍
機）Ｒ４の運転を開始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３，第４の冷凍機Ｒ３，
Ｒ４の４台で運転する(ステップＳ２４０Ｂ)。このとき制御装置１３１，２３８は、ステ
ップＳ１６０Ｂ，２００Ｂと同様に出口側検出部１３３，２３３で検出する出口側水温Ｔ

4が所定温度（例えば６．５℃）となるように、ポンプ１３６Ａ，２３６Ａを制御する。
このため負荷が増加した場合でも第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の出口側水温Ｔ1が設定
値を超えないため、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御部１１３は、廃熱単独運転を維
持する。
【０１０６】
　そして、第４の冷凍機Ｒ４の制御部４１３は、還り水温Ｔ3が１０℃を超えているか否
かを判定し(ステップＳ２５０Ｂ)、還り水温Ｔ3が１０℃を超えていないと判定した場合(
ステップＳ２５０Ｂ、Ｎｏ)、第４の冷凍機Ｒ４の運転を停止し(ステップＳ２６０)、ス
テップＳ２００Ｂへ戻って第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２及び第３の冷凍機Ｒ３の３台で
の運転を行う。従って、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２は前述したように廃熱単独運転を
行う。
【０１０７】
　一方、ステップＳ２５０Ｂで、還り水温Ｔ3が１０℃を超えていた場合(ステップＳ２５
０Ｂ，Ｙｅｓ)、制御装置１３１，２３８は、還り水温Ｔ3が１２℃を超えているか否かを
判定する(ステップＳ２７０)。そして、制御装置１３１，２３８は、還り水温Ｔ3が１２
．０℃を超えていなければ(ステップＳ２７０、Ｎｏ)、ステップＳ２５０Ｂへ戻り、超え
ていれば(ステップＳ２７０、Ｙｅｓ)、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷の調
整を停止する。即ち、ポンプ１３６Ａ，２３６Ａの流量を制限せず、ポンプ３３６，４３
６と同様に駆動させる。従って、ステップＳ２７０にて負荷が増加した場合には、第１，
第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２が廃熱・燃料併用運転を行う(ステップＳ２８０)。
【０１０８】
　そして、制御装置１３１，２３８は、還り水温Ｔ3が１１℃を超えているか否かを判定
し(ステップＳ２９０)、超えていれば(ステップＳ２９０、Ｙｅｓ)、判定を繰り返して還
り冷水の温度が１１℃以下となるまで待機し、還り水温Ｔ3が１１℃を超えていないと判
定した場合(ステップＳ２９０、Ｎｏ)、ステップＳ２４０Ｂへ戻り、前述のとおり第１，
第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷の調整を行って第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２を廃
熱単独運転させ、第３，第４の冷凍機Ｒ３，Ｒ４と共に４台で運転させる。
【０１０９】
　図１４は、図１３に示す制御を行った際、冷房負荷を賄うために投入されたエネルギー
の種別を示す図である。
【０１１０】
　ステップＳ１２０で第１の冷凍機Ｒ１の運転を開始した場合、先ず、図１４に示すよう
に第１の冷凍機Ｒ１の制御部１１３は、廃熱単独運転を優先的に行う。
【０１１１】
　また、ヘッダ８１の往き水温Ｔ２が所定値（例えば９℃）を超え、負荷が２００ＲＴに
達した場合、第２の冷凍機Ｒ２の運転を開始し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２による廃
熱単独運転を行う。
【０１１２】
　そして、還り水温Ｔ3が１０℃を超え、負荷が４００ＲＴを超えると、第３の冷凍機Ｒ
３による電力を用いた運転が開始される(ステップＳ２００Ｂ)。なお、この場合も制御装
置１３１，２３８により、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷が廃熱単独運転で
賄える範囲に抑えられるので、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御部１１３は廃熱単独
運転を維持する。即ち、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の廃熱・燃料併用運転よりも第３
の冷凍機Ｒ３の電力による運転が優先される。
【０１１３】
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　また、還り水温Ｔ3が１１℃を超えると、第４の冷凍機Ｒ４による電力を用いた運転が
開始される(ステップＳ２００Ｂ)。なお、この場合も制御装置１３１，２３８により、第
１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷が廃熱単独運転で賄える範囲に抑えられるので
、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の制御部１１３は廃熱単独運転を維持する。
【０１１４】
　そして、冷房負荷が１４００ＲＴを超えて還り水温Ｔ3が１２℃を超えた場合、第１，
第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷の調整を停止し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２が
廃熱単独運転から廃熱・燃料併用運転へ移行する。
【０１１５】
　このように本実施形態２によれば、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２に対する負荷を廃熱
単独運転で賄える範囲に制御し、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２が廃熱・燃料併用運転へ
移行するのを抑えることにより、第１，第２の冷凍機Ｒ１，Ｒ２の廃熱・燃料併用運転よ
りも電力を用いた第３、第４の冷凍機の運転を優先することで、エネルギー源の使用優先
順位を廃熱、電力、燃料の順とすることができる。
【０１１６】
　なお、本実施形態２において、廃熱源は、ガスエンジン発電設備５０Ａに限定されるも
のでは無く、前述のガスタービン発電設備５０やその他の工場等からの廃熱を用いても良
い。同様に、前述の実施形態１において、廃熱源は、ガスタービン発電設備５０に限定さ
れるものでは無く、図１１のガスエンジン発電設備５０Ａやその他の工場等からの廃熱を
用いても良い。
【符号の説明】
【０１１７】
１０，１０Ａ      冷熱源システム
５０，５０Ａ      ガスエンジン発電設備
７０  冷水配管系統
７１，７２，７３，７４  冷水配管
８１  往き側ヘッダ
８４  還り側ヘッダ
１１０，２１０    再生器
１１１，２１１    燃焼装置用再生器
１１３，２１３    制御部
１１４，２１４    燃料制御弁
１１５，２１５    温水制御弁
１１６，２１６    燃料配管
１２０，２２０    凝縮器
１３０，２３０    蒸発器
１３１，１３１Ａ，１３１Ｂ，１３１Ｃ，２３８    制御装置
１３２，２３２    冷水出口温度検出部
１３３，２３３    出口側検出部
１３４      流量制御弁
１３５      バイパス弁
１３６，１３６Ａ，２３６Ａ    ポンプ
１３７      流量検出部
１３８      入口側水温検出部
１４０，２４０    冷却塔
１４１，２４１    バイパス弁
１４２，２４２    ポンプ
１４９，２４９    配管
１５０，２５０    吸収器
３１１，４１１    圧縮機
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３１２，４１２    減圧機構
３１３，４１３    制御部
３１４，４１４    インバータ
３１６，４１６    電力線
２２０，３２０，４２０  凝縮器
３３０，４３０    蒸発器
３３２，４３２    出口側検出部
３３６，４３６    ポンプ
３４０，４４０    冷却塔
３４２，４４２    ポンプ
３４９，４４９    配管
４１３      制御部
５０１      配管
５１０      ポンプ
５６１      配管
５６２      ポンプ
５６３      バイパス弁
８１１      往き側水温検出部
８４１      還り側水温検出部

【図１】

【図２】

【図３】
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